
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後等デイサービスとの連携  ケース相談（個人）【施設→学校】 

施設 

①学校担当へ連絡 

コーディネーター 

    各部主事 

②申込書・保護者同意

書の提出 

＊教育支援計画の共有

を希望する場合はそちら

の保護者承諾書も提出 

③日程・相談場所の 

調整、連絡 

⑤相談記録作成 

⑥関係職員回覧 ⑦記録原本は係保管 

担任 

④ケース相談：必要に応じて、コーディネーター、部主事も参加 

相談支援Ｔ 

コーディネーター 

各部主事 

・②に関しては、添付したものをコピーするか、本校の HPからダウンロードして使用する。 

・保護者への対応について（虐待の疑い等）の相談の場合は、必ずしも同意を得なくてもよいこととす

る。 

・教育支援計画の提示に関しては、保護者の承諾を得る。 

別紙１ 

コーディネーター

部主事に手渡し、

または郵送 



 

 

 

 

 

  

 

 

放課後等デイサービスとの連携  ケース相談（個人）【学校→施設】 

施設 相談支援Ｔ 

コーディネーター 

各部主事 

担任 

①係へ相談の意

向を伝える。 

申込書の提出 

 

② 申込書にて相

談内容の確認 

管理職への確認 

 

③施設への連絡 

提出書類の確認 

 

⑤施設への提出書

類作成・係へ提出 

 

⑥書類・申込書の

提出 

 

⑦ケース相談：必要に応じて、コーディネーター、部主事も参加 

④日程・相談場所

調整、連絡 

⑧相談記録作成 

⑨関係職員回覧 ⑩記録原本は係保管 

別紙２ 


